
- 1 -

令和５年第３回川本町議会定例会会議録
（第１日目）令和５年 ９月 ８日 午前９時３０分開議

議 長 おはようございます。

ただいまから、令和５年第３回川本町議会定例会を開会します。

ただいまの出席議員数は８名であります。定足数に達しておりますので、

会議は成立しました。

々 会議に先立ち、去る６月１７日にご逝去された片岡通泰議員の生前のご功

績を偲ぶとともに、謹んで哀悼の意を表し、黙祷を捧げて故人のご冥福を
あらわ

お祈りしたいと思います。

全員ご起立をお願いします。

々 黙祷（１分間）

々 黙祷を終わります。ご着席ください。

々 それでは、ただちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお配りしているとおりです。

々 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により議長におきまして、

８番飯田議員、１番香取議員を指名します。

々 日程第２、「会期の決定」の件を議題とします。

本定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議されておりま

す。

その結果につきましては、お手元の「審議予定表（案）」のとおり、本日

８日から１４日までの７日間とし、本日は諸般の報告、町長行政報告、議案

の提案及び提案理由の説明、全体審議の質疑を行います。

々 なお、日程第１８「議案第４９号」から、日程第２１「諮問第３号」まで

については、質疑に引き続き、討論、採決までを行います。

々 次に、決算特別委員会を設置し、これに審査並びに調査を付託する予定と

しております。審査は８日から１２日までの３日間を予定しております。

々 本日は、（本）会議終了後、引き続き全員協議会を開催し、終了後、活性

化対策特別委員会、決算特別委員会を開催した後、議会運営委員会を開催す



- 2 -

議 長 る予定としております。

々 １１日は、午前９時００分から決算特別委員会を開催し、終了後、産建町

民常任委員会を開催する予定としております。

々 １２日は、午前９時００分から決算特別委員会を開催し、終了後、全員協

議会を開催する予定としております。

々 １３日は、午前９時３０分から一般質問を行い、一般質問終了後、議会運

営委員会を開催する予定としております。

々 最終日の１４日は、午前９時３０分から本会議を開いて、全体審議で討

論を行い、採決となります。

々 以上、この「予定表（案）」のとおり決定することに、ご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、本定例会の会期は、本日８日から１４日までの７日間とするこ

とに決定しました。

々 なお、一般質問の通告は、本日の午後１時００分までとしておりますの

で、申し上げておきます。

々 お諮りします。

本会議における会議録の作成において、発言中の単純な言い間違いなど

については、発言の趣旨を変更しない範囲で、議長において訂正したいと

思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、そのように決定しました。

々 日程第３、「諸般の報告」を行います。

議長としての報告事項は、お手元の「議長報告、議員派遣の件」のとお

りですので、ご覧ください。

々 以上で、「諸般の報告」を終わります。
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議 長 日程第４、「町長行政報告」を行います。

番外野坂町長。

番外 おはようございます。令和５年第３回川本町議会定例会を招集いたしま

野坂町長 したところ、議員の皆様には、万障お繰り合わせの上、ご出席を賜り誠に

ありがとうございます。

々 開会にあたり、諸議案の説明に先立ちまして、諸般の事項についてご報

告申し上げます。

々 はじめに、「立地適正化計画の策定」について申し上げます。

８月２２日に、「都市再生特別措置法」に基づく立地適正化計画の策定に

向けて、１回目の計画策定検討委員会を開催いたしました。

昭和２７年に、本取り組みの必要条件である「都市計画法」に基づく都

市計画区域を設定いただいた、私たちの先輩に改めて感謝しつつ、令和６

年度末までを目途として、計画を策定してまいります。

国が掲げますコンパクト・シティの考え方を基本に、本町ならではのコ

ンパクト・タウンを唱え、全国の小さな町による取り組みのモデルともな

るような、人口減少や高齢化にあっても、持続可能なまちづくりの実現を

引き寄せる計画を策定してまいります。

々 次に、「治水対策の推進」について申し上げます。

瀬尻・久料谷地区につきましては、現時点の国による用地及び物件補償

進捗率は約９３％となっております。

また、国より国道２６１号迂回路設置工事が発注されております。

谷地区につきましては、９月１日に国及び県における今後の調査及び整

備スケジュール、また矢谷川上流左岸部の先行整備エリアにおける用地・

補償、再配置計画、迂回路工事について、地元説明会を開催しております。

こうした両地区への恒久対策の進展を前提とした川本堤防の完成堤防化

や、因原地区における内水対策等を掲げた要望を、７月及び８月中旬に、

江の川下流域治水期成同盟会の構成員として、県選出国会議員、国土交通

省、財務省、中国地方整備局、県議会議員及び県に対して行いました。

今後も、一刻も早い事業着工、さらには早期完成が呼び込めるよう、あ

らゆる機会とルートを通じて強く働きかけてまいります。

々 次に、「医療・介護・福祉サービスの強化」について申し上げます。

社会医療法人仁寿会・加藤病院による「地域総合ヘルスケアステーショ

ンかわもと新施設群」の整備につきましては、現在、建築確認、病院開設

許可申請及び協議の段階にありますが、順調に進捗していると伺っており
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番外 ます。

野坂町長 町といたしましては、重点プロジェクト展開の基盤ともなる、このたび

の整備が早期に完成するよう支援するとともに、本町ならではの地域包括

ケアシステムを構築してまいります。

々 次に、「普通交付税の算定結果」について申し上げます。

普通交付税につきましては、２０億６万７千円で、対前年度マイナス０．

６％、１，１９３万円の減額となりました。

また、臨時財政対策債の発行可能額は、９１０万円で、対前年度マイナ

ス５４．１％、１，０７３万８千円の減額となり、臨時財政対策債と合わ

せると、２０億９１６万７千円で、対前年度マイナス１．１％、２，２６

６万８千円の減額となりました。

主な要因は、公共施設の光熱費高騰分が包括算定経費に算入される等に

より一部で増額されたものの、一方で、コロナ等の影響による経済対策の

ために、臨時費目として措置された臨時経済対策費の皆減によるものです。

公債費等算入分を除く、いわゆる真水分については、対前年度マイナス

１．０％、１，６０１万１千円の減額となります。

なお、当初予算と比較すると、普通交付税は４，８８０万２千円の増額、

臨時財政対策債発行可能額は、１９２万３千円の減額となり、普通交付税

の増額分につきましては、財政調整基金の取り崩し額への充当を予定して

います。

々 次に、「令和４年度の決算」についてご報告申し上げます。

はじめに、普通会計支出額は、４６億５，３７７万９千円で、対前年度

マイナス４．９％となりました。

主な要因は、邑智郡総合事務組合負担金のうち、平成２９年度から令和

３年度に実施した新可燃ごみ共同処理施設整備事業に係る負担金が、事業

完了に伴い皆減しており、令和３年度比３億１，８２４万４千円の減によ

るものです。

実質収支額は、８，１０５万５千円の黒字で、令和３年度の実質収支額

を差し引いた単年度収支額は、１，９０８万円の増、財政調整基金積立金

を加えた実質単年度収支も、２，１３２万４千円の増となりました。

基金につきましては、財政調整基金２２４万４千円、減債基金５，４７

５万１千円、公共施設等総合管理基金６，１０７万９千円等の積み立てを

行い、令和４年度末の基金残高は２４億９，５２７万５千円となり、前年

度末より７，０７３万４千円の増額となりました。

地方債につきましては、４億３，２８３万８千円の借り入れを行い、令

和４年度末の地方債現在高は、前年度より９，７３７万５千円減の５３億

８，５４６万円となりました。
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番外 地方税、地方交付税などの経常的な収入が、どの程度経常的な経費に充

野坂町長 てられているかを示した経常収支比率は、財政硬直化の基準である９０．

０％を下回りましたが、前年度より０．５ポイント増の８４．８％となり

ました。

々 次に、「財政健全化判断する４つの指標」について申し上げます。

はじめに、実質赤字比率と連結実施赤字比率は、いずれも黒字決算であ

るため数値は生じておりません。

公債費による財政負担の度合いを示す実質公債比率は、前年度より０．

５ポイント減の８．５％となり、将来負担すべき負債の標準財政規模に対

する割合を示す将来負担比率は、前年度より１３．３ポイント減の０％と

なりました。いずれも早期健全化基準を大きく下回っていますが、今後地

方債の元利償還金は増加する見込みであり、引き続きこれらの指標を意識

した財政運営を行っていく必要があります。

々 それでは、町行政の主な動きにつきまして、順次ご報告申し上げます。

々 まず、「住み慣れた地域の暮らしが持続するまち」に関する動きについて

であります。

々 はじめに、「移住・交流の推進」について申し上げます。

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが５類に移行したことに伴

い、全国的に対面型イベントが再開されてきている中、７月に大阪での移

住相談イベントへ参加し、９件の相談を受けたところです。

しかしながら、参加者数が、コロナ禍前に戻ってはいない上、変化して

きている来場者や相談者の移住に対するニーズや考え方に対応して、施策

を深化してまいらねばと考えております。

また、昨年度から県の補助を受け実施している県内高校卒業生とのつな

がり創出モデル事業において、８月の「ＭＡＺＤＡ Zoom-Zoomスタジアム

広島」での催し、わがまち魅力発信隊の際に、本町出展ブースでの活動を

支援するボランティアとして、島根中央高校卒業生７名の参加をいただき

ました。

当日は、本町出身の学生に、町の観光・物産のＰＲに携わっていただき

ながら、来場者やスタッフとの交流を深めていただき、良いつながりを築

くことが出来たと感じております。

引き続き、年末の帰省時期に合わせたイベントなどを開催を企画し、つ

ながりの機会を創出してまいります。

々 次に、「移住環境の充実」について申し上げます。
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番外 昨年度策定した住生活基本計画を推進するため、６月に居住環境の充実

野坂町長 を図ることを目的としたプロジェクトチームを立ち上げ、庁内での横断的

な取組を進めております。

々 次に、「新型コロナウイルス感染症対策」について申し上げます。

県内では、５類に移行された５月以降も、感染が徐々に拡大しており、

特に１０歳未満の割合が高くなっています。

町内での発症も続いていることから、町民の皆様には、引き続き、対策

の徹底にご理解・ご協力をお願い申し上げます。

また、生後６か月以上の方を対象とした、国による無料の秋開始接種を

始める準備を進めており、１０月から医療・高齢者施設従事者等を対象と

した、重症化予防を目的とした接種から順次開始する予定です。

々 次に、「高齢者福祉」について申し上げます。

８月末の高齢化率は４４．６％で、前年同期と比較して０．８％の減と

なっています。

９０歳以上の方は１５７名で、総人口に占める割合は５．２％となって

います。また、１００歳以上となられる方は、男性１名、女性６名で、最

高齢者は１０５歳の方です。

ご長寿をお祝いし、９０歳の方９名、９５歳の方２９名、１００歳以上

の方７名へ記念品を贈呈します。

々 次に、「低所得の子育て世帯に対する特別給付金事業」について申し上げ

ます。

食費や高熱費等の物価高騰により影響を受ける世帯への支援としての特

別給付金５万円を、８月末までに、ひとり親２０世帯３０名、その他１２

世帯２４名へ支給いたしました。

今後も、申請に応じて順次給付してまいります。

々 続いて、「暮らしを支える生業、地域資源を活かした産業が根付くまち」

に関する動きについてであります。

々 はじめに、「農作物の作柄」について申し上げます。

令和５年産米の作柄につきましては、水不足や病害虫の被害等が少なく、

全体的に生育は順調で、作況指数は平年並みと見込まれています。

エゴマにつきましても、生育不良等は見受けられず、作柄は平年並みと

見込まれます。

々 次に、「担い手対策」について申し上げます。
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番外 田窪地区へＵターンされ、農業と別の仕事を組み合せて「半農半Ｘ」と

野坂町長 して、水稲栽培を行いながら、どぶろくの製造に取り組んでおられる方に

よる都市圏向けの販路が拡大しています。

三原地区では、今年度も、若手オペレーターを主体とした広域連携法人

によるドローンを利用した共同防除が、３１ヘクタールにわたって行われ

ており、農作業の省力化が進んでいます。

今後は、都市圏での就農フェアなどに積極的に参加するなどして、新た

な担い手を確保してまいります。

々 次に、「特産品の振興」について申し上げます。

戦略的ブランドであるエゴマの本年の作付けは、７月末現在で４０件、

１６．３ヘクタールの申請があり、収穫量の見込みは、前年並みの４トン

となっています。

エゴマを栽培される農業者の方は、都市圏向けの販売に精力的に取り組

んでおられ、販路開拓の手応えを感じておられます。

産地育成を進めているピーマンにつきましては、７月末時点で６件２０

アールの申請がありました。

いずれとも、作付面積自体は減少傾向にあることから、維持・拡大へ向

けて工夫を凝らしてまいります。

また、親和地区で石見高原ハーブ米を栽培しておられる、今田初枝さん

による、米作りの取り組みがＮＨＫの放送番組「趣味どきっ！」で全国に

紹介される予定となっております。

こうした情報発信が、本町のＰＲとハーブ米の販売促進につながること

を期待しております。

々 次に、「畜産の振興」について申し上げます。

昨年度からの若手新規就農者が、飼育頭数を増加させるため、年内を目

途に牛舎の増築を予定しておられます。

実現に向けて、補助金の有効活用や経営承継などの課題が解決するよう、

県西部農林（水産）振興センター県央事務所やＪＡと連携し、伴走支援し

ているところです。

々 次に、「有害鳥獣対策」について申し上げます。

加害レベルの高いサルの群れを特定し、発信機を装着することで遊動域

を把握し、ＩＣＴ大型捕獲檻にて、効率的に捕獲できるよう取り組んでま

いります。

また、引き続き有効な電気柵の設置方法や維持管理、追い払い方法等に

ついての講習会を開催し、被害の防止・軽減を図ってまいります。
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番外 次に、「森林環境の整備」について申し上げます。

野坂町長 森林の適正な施業、木材産業の人材育成、地域木材の利用促進などを目

的として配分されている森林環境譲与税を有効活用し、木材搬出に必要な

作業道修繕、林業の担い手確保、原木椎茸生産者への支援などを行ってま

いります。

々 次に、「物価高騰対策」について申し上げます。

この対策に向け、増枠された国の臨時交付金を活用した景気回復応援券

を、ぜひご利用いただき、町内消費の拡大にもご協力いただきますようお

願い申し上げます。

また、農林水産業者・商工業者・医療機関・施設運営者を対象とした、

電気・ガス料金を支援するエネルギー価格高騰対策事業補助金の交付を進

めているところです。

々 次に、「商工業の振興」について申し上げます。

今年度も実施する、電子決済アプリＪ-CoinPayを活用した「まげなポイ

ント」付与の、７月中を決済対象期間とした第１弾では、利用金額に対す

る２０％分として付与いたしました。

付与したポイントの有効期限は、９月末となっておりますので、さらな

る利用促進を図ってまいります。

また、今年度から実施しております、特定健診やがん検診等を受けられ

た方への付与について、７月実施分は６３件、３万６千円分となっていま

す。

引き続き、電子決済の普及並びに町内消費の拡大に向け取り組んでまい

ります。

々 次に、「観光の振興」について申し上げます。

７月２９日に開催された「ええなぁまつりかわもと」は、４年ぶりにス

テージイベントや露店の出店等、コロナ禍前のスタイルを取り戻した開催

となり、町内外からの多くの方々で賑わいました。

開催にあたってご尽力いただいた実行委員会の皆様をはじめ、寄附にご

協力をいただいた各事業所、自治会の皆様に改めまして感謝申し上げます。

また、８月１日に「ＭＡＺＤＡ Zoom-Zoomスタジアム広島」で開催され

た、わがまち魅力発信隊に、邑智郡３町で構成する江の川流域広域観光推

進連携推進協議会として参加し、屋台出展や郡内施設の利用券が当たる抽

せん会等を実施し、町のＰＲを行いました。

今後も広域的な連携を深め、本町ならではの観光資源や地域資源を活用

して誘客を促進してまいります。



- 9 -

番外 次に、「誘致企業との連携」について申し上げます。

野坂町長 株式会社三協島根川本工場が、今年度も県の人材確保支援サポート事業

の対象として選定されたことから、県や関係機関と連携をとりながら、さ

らなる人材確保を支援してまいります。

また、企業からのご寄附を活用した、河津桜の植栽をはじめとする公園

整備構想につきましては、先に三原地区で行った説明会においていただい

た地元の皆様からのご意見や、子育て世代へのアンケート調査を参考にし

て、計画を固めてまいります。

々 続いて、「子ども達の夢を育み、挑戦する人材が育つまち」に関する動き

についてであります。

々 はじめに、「学校教育」について申し上げます。

中学校は８月２８日から、小学校は８月３０日から２学期が始まりまし

た。２学期は運動会や文化祭などの学校行事も多く、地域の皆様にも学校

の様子をお知らせしながら、教育活動を進めてまいります。

々 次に、教育環境の整備について申し上げます。

学校施設につきましては、今年度の修繕工事は全て発注を完了し、主な

ものは、夏季休業期間中に完成いたしました。

浜田教育事務所管内の三市三町が合同調達する校務支援システムは、プ

ロポーザル審査により事業者が決定しており、令和６年４月の稼働開始に

向けて、ネットワークの整備などに取り組んでまいります。

々 次に、「部活動・スポーツ振興」について申し上げます。

中学校の部活動では、各部とも目覚ましい活躍を遂げました。バレー部

は県総体でベスト１６に入る健闘を見せ、陸上部は３年生全員が県大会出

場した中、四種競技の上田悠（うえだ はるか）さんが、８月３日に広島市

で開催された中国大会へ出場しました。

野球部は、県中学校優勝野球大会でベスト４に入り、県代表として８月

５日から出雲市で開催された中国大会への出場を果たしました。他校に比

べて部員数も少ない中、全員野球で勝ち上がり、３位という輝かしい成績

を収めました。

吹奏楽部は、全日本吹奏楽コンクール島根県大会、小編成の部で１３年

連続の金賞に輝き、併せて２年ぶりとなる最優秀賞を受賞しました。県代

表として出場した、８月２０日に倉敷で開催された中国大会では、金賞受

賞の立派な成績を残しました。

小学生のスポーツ活動においても、ジュニアバレーボールチームが県大

会を勝ち抜き中国大会に出場し、ベスト８に進出、少年野球チームを近隣
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番外 との合同チームで、県代表として愛媛県で開催された「しまなみ学童軟式

野坂町長 野球大会」に出場し、準優勝の成績を収めました。

子どもたちの勢いある活躍が明るいニュースをもたらし、町を活気づけ

てくれました。

々 次に、「外国青年招致」について申し上げます。

平成２９年８月から６年間にわたってＡＬＴとして勤務されたジョバン

ニ・アンドレスさんが、任期を満了し帰国されました。

後任には、ラム・クリスティンさんがアメリカから来日し、７月３１日

に着任されました。

堪能な日本語と親しみやすい人柄で、子ども達への外国語指導や、町と

しての国際理解の分野での活躍を期待しています。

々 次に、「教育環境魅力活性化」について申し上げます。

自ら学ぶ意欲の向上を支援することを目的に、昨年度から対象を拡大し

た検定助成事業では、今年度第１回目の漢字検定には小学生１４名が、算

数・数学検定には、小中学生と高校生を含む９名が参加しました。

また、７月２４日から２８日にかけて、子ども達が地域の魅力を発見し、

自己の成長を促すきっかけとなることを目的とした、体験活動プログラム

「かわもと サマーチャレンジウィーク」を実施いたしました。

江の川でのＳＵＰやカヌー体験など、延べ７９名の小学生が参加し、地
サ ツ プ

域の支援者や中高生ボランティアとの、世代間交流の場にもなりました。

々 次に、「都市交流」について申し上げます。

坂町の小学生とのスポーツ交流会を、国立江田島青少年交流の家で、４

年ぶりに開催することができました。

両町合わせて１４名の小学生が参加し、レクリエーション活動などを通

じて、元気に交流を楽しみました。

々 次に、「多世代対話活動」について申し上げます。

７月４日に開催した、第１回目の多世代対話活動「かわもと－く」では、

中学２年生と地域の大人との１対１での対話について、ほとんどの生徒が

前向きな感想を持ちました。

次回は、小学生と高校生の組み合わせで実施する予定です。

々 次に、「はたちの集い」について申し上げます。

対象者４０名のうち１６名が出席された、はたちの集いでは、本町で活

躍されている山内ゆうさんの紙布織「名刺入れ」を記念品としてお渡しし
し ふ お り

ました。
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番外 ２０歳を迎えられた皆様の今後のご活躍と、将来、ふるさと川本の支え

野坂町長 となられることを大いに期待しています。

々 次に、「社会体育」について申し上げます。

６月２５日、中学校体育館において、４年ぶりに開催された親睦バレー

ボール大会には、男子７チーム、女子３チームの参加があり、繰り広げら

れた熱戦により、活気あふれる大会となりました。

また、職域野球大会や親睦野球大会なども開催され、スポーツ交流が活

発化してまいりました。

々 次に、「文化振興」について申し上げます。

６月１７日に開催された悠邑名画シアターには、多くの方々にご来場い

ただきました。

７月２日に開催された、平成３０年以来２回目となった大衆演劇宝海劇
た か み

団の川本公演には、約４６０人が来場され、華麗な時代劇や舞踏ショーを

楽しんでいただきました。

々 次に、「島根中央高校の魅力化支援」について申し上げます。

女子硬式野球部は、７月に開催された全国高等学校女子硬式野球選手権

大会において、２年連続のベスト１６に進出しました。

７月２９日に松江市で開催された全日本吹奏楽コンクール島根県大会で

は、吹奏楽部が昨年に続き金賞を受賞しました。

また、７月から８月に北海道を主会場として開催された、全国高等学校

総合体育大会に、川本中学校出身の陸上部３年生の阿部晄生（こうき）さ

んが出場し、また、カヌー部は男子カヤックフォア５００メートルで優勝

するなど健闘しました。

さらに、８月１９日から２２日に山梨県で開催された日本カヌースプリ

ントジュニア選手権大会では、男子カヤック２００メートル及び５００メ

ートルのシングル、ペア、フォアのそれぞれ６種目全てで優勝し、初の男

子総合優勝の「文部科学大臣杯」を獲得する快挙となりました。

７月３１日に開催された第１回オープンスクールには、１５０名程の参

加があり、多くの中学生に授業や部活動を体験していただく機会となりま

した。

引き続き、保護者を含めて、島根中央高校の特色や魅力を知っていただ

けるよう取り組んでまいります。

々 続いて、「すべての住民が、安心して暮らせるまち」に関する施策につい

てであります。



- 12 -

番外 はじめに、「道路事業」について申し上げます。

野坂町長 県道事業では、国道２６１号、川下地内の災害防除工事、因原地内の道

路嵩上げ工事、主要地方道川本波多線の川本大橋橋梁修繕工事、一般県道

日貫川本線因原地内の側溝整備工事が発注されております。

町道事業では、細平大槙谷線法面工事を発注しております。

々 次に、「災害復旧事業」について申し上げます。

令和５年７月豪雨災害関係につきましては、農地・農業用施設災害が２

件となっており、１０月には災害査定を受ける予定です。

々 次に、「デジタル化の推進」について申し上げます。

現在、昨年度策定したデジタル化推進計画に基づき取り組んでいるとこ

ろです。

５月から開設したスマートフォンによる窓口相談は、毎月１０件程度受

け付けており、想定以上のニーズをいただいております。

１０月から運用開始を予定している町公式ＬＩＮＥアプリについては、

導入事業者を選定し、機能メニューやデザイン構築等の最終確認を行って

おります。

業務改善に向けては、７月にＤＸ・デジタル化推進アドバイザーによる

業務ヒアリングを実施し、ＩＴサポート職員を中心にデジタル化に取り組

んでいるところです。

また、国が示した「自治体情報システムの標準化・共通化」については、

邑智郡総合事務組合と共同し、引き続き取り組んでまいります。

々 続いて、「効率的な行財政運営の推進」に関する施策についてであります。

はじめに、令和４年度の町税等の収納状況について申し上げます。

個人町民税の収納率は９９．４％で、対前年度比０．２ポイントの減、

滞納繰越分を合わせた収納率は９８．３％で、対前年度０．２ポイントの

減、今年度への累計繰越額は１７２万円となりました。

固定資産税については、９８．６％で、対前年度０．３ポイントの増、

滞納繰越分を合わせては９３．７％で、対前年度１．１ポイントの増、今

年度への累計繰越額は９９７万円となりました。

軽自動車税については、９８．５％で、対前年度０．２ポイント減、滞

納繰越分を合わせては９５．０％で、対前年度０．９ポイントの減、今年

度への累計繰越額は６６万円となりました。

国民健康保険税については、９８．５％で、対前年度０．７ポイントの

減、滞納繰越分を合わせては８８．８％で、対前年度０．６ポイントの減、

今年度への累計繰越額は５０２万円となりました。

後期高齢者医療保険料については、９９．９％で、対前年度比０．６ポ
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番外 イントの増、滞納繰越分を合わせては９９．４％で、対前年度０．３ポイ

野坂町長 ントの増、今年度への累計繰越額２６万円となりました。

々 次に、「ふるさと納税」について申し上げます。

８月末現在の寄附受入額は、前年同期と比べ２３万円減の４５１万１千

円（正：４５４万１千円）となっています。いただいた貴重なご寄附は、

各種事業へと活用させていただきます。

９月６日には、本町の返礼品提供事業者の皆様を対象に、最近の動向や

制度に関する研修会を開催しており、更なる魅力的な返礼品の開発に取り

組んでまいります。

また、このたび、企業版ふるさと納税による寄附受入を開始するために

必要な、本町の地域再生計画となる「川本町まち・ひと・しごと創生推進

計画」について、内閣府から認定を受けたところです。

現在、１０月からの寄附受入開始に向けた整備・周知・広報の検討を進

めているところです。

々 今定例会に提案しました案件は、条例案件２件、予算案件５件、決算案

件５件、人事案件１件、その他案件５件であります。

後ほど、担当課長から、これらの説明をさせますので、何とぞよろしく

ご審議のほどお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。

議 長 以上で、町長行政報告を終わります。

々 ここで暫時休憩します。

（午前）１０時２０分より再開いたします。 （午前１０時０７分）

々 会議を再開します。 （午前１０時２０分）

々 日程第５、「議案第３６号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」の件を議題とします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外瀬上総務財政課長。

番外瀬上総 それでは、「議案第３６号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

務財政課長 正する条例の制定について」説明いたします。

改正の内容は、５ページをご覧ください。

まず、提案理由につきましては、国家公務員の特殊勤務手当に関する制

度の改正に伴い、町においても同様の改正を行うものであります。

次に、条例改正の概要につきましては、１．防疫等作業手当の特例廃止

としまして、感染法上の位置付けが５類になったことを受け、新型コロナ
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番外瀬上総 ウイルス感染症対策業務に係る防疫等作業手当の特例を廃止するものです。

務財政課長 次に、２．新型コロナウイルス感染症の変異株への対応としまして、今

後、新型コロナウイルス感染症の変異株が、新型インフルエンザ等に該当

し、再び同様の手当が必要となった際に適用できるように、改正を行うも

のです。附則として、この条例は公布の日から施行します。説明は以上で

す。ご審議のほど、よろしくお願いします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。５番木村議員。

５番 はい、２ページのですね、第７条、伝染病防疫作業従事手当は、次に掲

木村議員 げる場合に支給するというのがあって、２項目の最後に、町長が別に定め

るものに従事したとき、というふうに別に定めるというふうに項目ありま

すが、これはどのように理解すればいいでしょうか。例えば、どんな作業

に入るのかなということについてお尋ねします。

議 長 番外瀬上総務財政課長。

番外瀬上総 この別に定めるとは、規則で定めることを指しております。また、どう

務財政課長 いった作業かということにつきましては、実際にそういったことに該当し

た場合に患者等に接して行うような、患者等が使用した物件の処理ですと

か、そういった方を受入れた施設において行う作業ですとか、そういった

ことに関するものが対象となるということでございます。このことについ

ては、前回の新型コロナの時の特例措置というものと作業の内容について

は変わっておりません。以上です。

議 長 他ありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第６、「議案第３７号、川本町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例を改正する条例の制定について」の件を議題

とします。執行部から提案理由の説明を求めます。番外高砂健康福祉課長。

番外高砂健 「議案（番号）第３７号、川本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

康福祉課長 る基準を定める条例を改正する条例の制定について」、ご説明いたします。

４ページ（正：６ページ）の議案説明資料をご覧ください。

制定理由は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正
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番外高砂健 する省令及び学校、児童福祉施設等におけるバス送迎の安全管理の徹底に

康福祉課長 関する関係府省令の一部が改正されたことによるものです。

改正内容は、送迎用バスに置き去りにされ、園児が死亡した事案を受け

て、児童福祉施設に含まれない家庭的保育事業所等についても、児童に関

する安全の確保に関する計画の策定を義務づけ、バス送迎に当たっての管

理の徹底に係る規定を新設したものです。施行日は、公布の日から施行し、

令和５年４月１日から適用とします。説明は、以上となります。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。５番木村議員。

５番 はい、今の説明の中で２点ほど。川本町家庭的保育事業所等の設備とい

木村議員 うのは、どこの事業所に川本にあるのかどうなのかと。それから、小学校

等のスクールバス、これも該当するのか。この２点をお願いいたします。

議 長 番外高砂健康福祉課長。

番外高砂健 失礼します。この小規模保育事業につきましては、安全管理を徹底する

康福祉課長 というもので、本町に該当するものはございません。この改正内容でも説

明しましたように、家庭的、小規模のものについても安全管理を徹底する

ということで出されたものでございます。以上です。

（「スクールバス」議長の声）

すいません、スクールバス等については、そういう管理、運行について

の計画等はなされるものとなっておりますので、今回のケースについては

該当しないものでございます。

議 長 他にありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第７、「議案第３８号、専決処分の承認を求めることについて、

令和５年度川本町一般会計補正予算（第３号）」の件を議題とします。

々 執行部から提案理由の説明を求めます。番外瀬上総務財政課長。

番外瀬上総 それでは、「議案第３８号、専決処分の承認を求めることについて」、ご

務財政課長 説明いたします。この議案は、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ
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番外瀬上総 き、専決処分をしましたので、同条第３項の規定により、議会の承認を求

務財政課長 めるものでございます。専決処分の事項は、令和５年度川本町一般会計補

正予算（第３号）。専決処分年月日は、令和５年７月５日でございます。失

礼しました。２ページ目をご覧ください。今回の補正予算は、歳入歳出予

算の総額にそれぞれ９４２千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

４，７９０，６７０千円とするものです。

続いて、９ページをご覧ください。歳入、２０款、諸収入は、委託事業

者からの電子決済推進事業費返還金です。歳出、２款、総務費は、新型コ

ロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金の国庫返還金です。このたび、

返還金が確定し、返還期日が８月７日であったことから、専決処分したも

のです。説明は以上です。ご承認のほど、よろしくお願いいたします。

々 続きまして、「議案第３９号、令和５年度・・・・

（「瀬上君、課長、課長一括じゃない。一遍帰ってくれるか」議長の声）

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第８、「議案第３９号、令和５年度川本町一般会計補正予算（第

４号）」の件を議題とします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外瀬上総務財政課長。

番外瀬上総 それでは、「議案第３９号、令和５年度川本町一般会計補正予算（第４号）」

務財政課長 について説明いたします。

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２０４，９９５千円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４，９９５，６６５千円とする

ものです。今回の補正の主なものとして、歳入で普通交付税の確定、前年

度繰越金の補正、また、瀬尻・久料谷及び谷地区の治水対策事業が、国土

交通省において適債性が認められたことによる地方債の補正により、当初

予算の財源不足での基金の取崩しを取りやめるなどが大きなものとなりま

す。補正の内容につきましては、２０ページをご覧ください。

それでは、主なものについて説明いたします。

まず、歳入、１款、町税につきましては、今年度賦課額が決定したこと

によるものです。１０款、地方交付税は、今年度の交付が決定したことに

よるもので、当初予算では一部留保していましたので、このたび４８，８

０２千円の増額となります。１２款、分担金及び負担金は、農地災害復旧
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番外瀬上総 事業及び農業用施設災害復旧事業に係る地元負担金です。１４款、国庫支

務財政課長 出金は、新型コロナワクチン接種の秋接種に係るワクチン費用と事務費分

です。１５款、県支出金は、農地災害復旧事業及び農業用施設災害復旧事

業に係る県補助金です。１６款、財産収入は、邑智郡森林組合出資配当金

の配当率が増えたことによるものです。なお、歳出において、同じ額を同

組合に出資金として補正しております。一つ飛びまして１９款、繰越金は、

前年度繰越金が確定したものです。２０款、諸収入では、過年度邑智郡総

合事務組合負担金返還金は、前年度事業確定による返還金です。防災行政

無線移設に伴う支障木伐採にかかる支障移転費は、６月補正において計上

した谷地区治水対策事業での防災行政無線移設工事について、支障木での

伐採費が判明いたしましたので、このたび補正するものです。２１款、町

債では、緊急自然災害防止対策事業債の適債事業として、瀬尻・久料谷地

区及び谷地区の治水対策事業が認められましたので、今年度分を計上して

おります。農地災害復旧事業債及び農業用施設災害復旧事業債は、災害復

旧事業に係る町債です。臨時財政対策債の減額は、普通交付税確定に伴う

ものです。最後に、１８款、繰入金ですが、財政調整基金繰入金の減額は、

普通交付税の増額、前年度繰越金及び治水対策事業に係る地方債の財源措

置を踏まえて、予算計上していた取崩しを全額取りやめるものです。公共

施設等総合管理基金繰入金は、公共施設の修繕に係る費用に充当される金

額を計上しております。

次のページ歳出でございます。１款、議会費は、人件費の減額です。２

款、総務費の財政調整基金積立金は、このたび補正４号の歳入超過分を計

上しております。公共施設等総合管理基金積立金は、地方財政法に基づき、

前年度繰越分の２分の１を積み立てるものであります。学習交流センター

改修工事は、玄関庇部屋根防水工事及び庇部と玄関扉の塗装工事です。邑
ひさしぶ

智郡総合事務組合負担金は、情報システム課に係る負担金の増額です。悠

邑ふるさと会館の修繕は、記載しております修繕が必要となったためです。

次に、３款、民生費の過年度分国・県支出金返還金は、令和４年度事業確

定に伴うものです。４款、衛生費の邑智郡総合事務組合負担金は、環境衛

生課に係る負担金の増額です。新型コロナウイルスワクチン接種対象事業

及び体制確保事業は、秋接種への対応分です。６款、農林水産業費、河津

桜管理業務委託は、桜の生育が悪いことから専門の樹木医に点検等をお願

いするものです。邑智郡森林組合出資金は、歳入の財産収入で説明した配

当率が増えたことによるものです。８款、土木費の道路維持管理費は、５

月、６月、７月の豪雨の対応で予定になかった落石撤去などを実施したこ

とによるものです。谷地区治水対策事業は、６月補正対応した防災行政無

線移設工事に伴う支障木の伐採です。町営住宅修繕は、移住定住用の物件

の修繕、八幡原団地のブランコは、遊具点検により修繕をするものです。

瀬尻・久料谷地区治水対策事業は、旧第２分団第４班の消防車庫の解体及
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番外瀬上総 び支障木の伐採です。１０款、教育費、スクールバスの修繕は排気ブレー

務財政課長 キ等、各種部品の取替えです。１１款、災害復旧費は、７月６日から１１

日に発生した豪雨災害にて被災した畑１箇所、水路１箇所を計上しており

ます。

次のページをご覧ください。

上段、「第２表 地方債の補正」につきましては、先ほどの補正を踏まえ

まして、本年度の地方債の限度額は６４１，８００千円と見込んでおりま

す。下段の「基金の状況」ですが、補正を踏まえ年度末の基金残高は２，

３０９，８７０千円と見込んでおります。

次のページをご覧ください。

２３ページ、２４ページは、谷地区と瀬尻・久料谷地区の治水対策事業

について、今年度の事業費を整理したものを付けております。

まず、２３ページの谷地区ですが、１．事業概要はご覧のとおりでござ

います。２．今回の補正の概要につきましては、先ほど歳入及び歳出で説

明したとおりでございます。このうち緊急自然災害防止対策事業債の条件

でございますが、充当率が１００％、これは対象事業費の全額を借り入れ

るということになります。交付税措置率が７０％、これは毎年の償還額の

うち７０％が普通交付税で措置されることを指しております。償還期間３

０年、このうち据置き５年とは、据置期間５年間は利息のみを支払い、６

年目以降３０年目までの２５年間で元金を償還することになります。過疎

債であれば償還期間１２年、このうち据置き３年、９年間で償還すること

になりますので、単年度の負担が低くなるこの緊急自然災害防止対策事業

債は有利な起債であると言えると思います。３番、今年度事業費の推移と

いたしまして、当初予算から９月補正までの歳入及び歳出の補正予算につ

いて記載しており、今年度の事業費の合計は１１２，５００千円。その財

源として地方債が認めることとなりましたので、一般財源は３，７５０千

円を見込んでおります。なお、地方債の額につきましては、当初ベースで

国と協議をしておりますので、今後の国との二次協議で追加の申請を行う

予定としております。４．補正額につきましては、このたびの補正４号で

の予算計上を記載しております。

続きまして、次のページをお開きください。

瀬尻・久料谷地区をご覧ください。１の事業概要はご覧のとおりでござ

います。進捗率は９３％でございます。２．今回補正の概要につきまして

は、先ほど説明したとおりでございます。３．今年度事業費の推移としま

して、今年度の事業費合計は１１０，３００千円（正：１１１，３００千

円）。その財源として地方債が認めることと見込めることとなりましたので、

一般財源は１０，３００千円を見込んでおります。こちらも地方債の額に

つきましては、国との二次協議で、追加の申請を行う予定でございます。

４．補正額につきましては、このたびの補正４号での予算計上を記載して
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番外瀬上総 おります。説明は以上です。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

務財政課長

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第９、「議案第４０号、令和５年度川本町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）」及び、日程第１０、「議案第４１号、令和５年

度川本町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」を一括議題とします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外高砂健康福祉課長。

番外高砂健 「議案（番号）第４０号、令和５年度川本町国民健康保険事業特別会計補

康福祉課長 正予算（第２号）」についてご説明します。

歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ３，０４０千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４９０，４５２千円とします。

１０ページの資料をご覧ください。

歳出ですが、１款、総務管理費で、邑智郡総合事務組合負担金とオンラ

イン資格確認等及び中間サーバー等運営費運営負担金により、１６千円の

増。９款、基金積立金ですが、繰越額確定により２４３千円の増。１１款、

諸支出金、令和４年度事業確定により、保険給付費等交付金返還金が２，

７８１千円の増となっています。一方、歳入は、１款、国民健康保険税が

本算定により２，２００千円の減。この減額と合わせて、１３款、繰入金

の基金繰入金が２４６千円の増（正：２，４０６千円の増）。一般会計繰入

金が１６千円の増。１４款、前年度繰入金が４８５千円の増。１５款、諸

収入の保険給付費等交付金返還金が２，３３０千円（正：２，３３３千円）

の増となっております。説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。

々 引き続き、「議案（番号）第４１号、川本町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）」についてご説明します。

歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ１，１４４千円を追加し、歳入歳

出予算総額を歳入歳出それぞれ１４１，８３０千円とします。

８ページの資料をご覧ください。

歳出では、１款、総務費、邑智郡総合事務組合負担金が９千円の増。２

款、後期高齢者医療広域連合納付金が１，１３５千円の増。歳入で、１款

後期高齢者医療保険料が、本算定により、特別徴収・普通徴収合わせて１，

０７０千円の増。４款、事務費繰入金が、邑智郡総合事務組合負担金で９
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番外高砂健 千円の増。５款、繰越金は前年度繰越金が６５千円となっております。説

康福祉課長 明は以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

議 長 以上で、執行部からの提案理由の説明を終わります。

々 ただいま説明のあった件について、質疑を行います。質疑ありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第１１、「議案第４２号、令和５年度川本町簡易水道事業特別

会計補正予算（第２号）」の件を議題とします。

執行部から、提案理由の説明を求めます。番外伊藤地域整備課長。

番外伊藤地 「議案第４２号、令和５年度川本町簡易水道事業特別会計補正予算（第２

域整備課長 号）」についてご説明いたします。

今回の歳入歳出の補正といたしまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ５，０８７千円を追加し、歳入歳出それぞれ２０９，０１０千円

とするものでございます。

予算説明資料の最後のページをお開きください。

今回の補正は、委託料の増額、決算後における基金残高との整合性を図

るものでございます。

まず、歳出におきましては、１款、水道費として４，７２８千円の増額。

これは、水道料金システムのインボイス対応に伴う改修費。簡易水道事業

変更認可申請業務。これは小谷水源地の取水変更に伴うものでございます。

次に、３款、基金積立金として、前年度の繰越金が確定しましたので、２

分の１以上の額３５９千円を基金に積み立てるものでございます。

次に、歳入におきましては、１３款、繰入金として３，８７１千円の増

額。これは決算後における基金残高と整合性を図るため、また７，０００

千円の起債借入れが出来なかったこと。これは、工事請負額の確定が起債

の県協議後において確定したため、減債基金から４，３００千円の取崩し

を行っております。次に、１４款、繰越金として７１６千円を。１６款、

町債として５００千円の増。これは、固定資産台帳委託料増に伴うもので

ございます。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。３番圓山議員。

３番 はい、支出の方なんですけども、水道料金のシステムの改修なんですけ
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圓山議員 ども、インボイスシステムというふうにおっしゃっていたんですが、具体

的にはどんな。中身に関してちょっと教えていただきたい。

議 長 番外伊藤地域整備課長。

番外伊藤地 検針票にですね、消費税率の記載、これをするものでございます。

域整備課長

議 長 他ありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第１２、「議案第４３号、令和４年度川本町一般会計歳入歳出

決算認定について」から、日程第１６、「議案第４７号、令和４年度川本町

農業集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について」までを一括議

題とします。

々 執行部から、提案理由の説明を求めます。番外高良会計室長。

番外高良会 「議案第４３号」から、「議案第４７号」までを一括ご説明申し上げます。

計室長 本議案は、令和４年度川本町一般会計及び川本町特別会計の歳入歳出決

算認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の

意見を付して議会の承認を求めるものでございます。

々 はじめに、「議案第４３号、令和４年度川本町一般会計歳入歳出決算認定

について」ご説明いたします。

３ページをご覧ください。

決算書の歳入ですが、表の一番下、中ほどをご覧ください。

調定額４，８１２，６４７，２００円に対し、収入済額４，７８１，６

５８，４７２円、不納欠損額１，３３８，００７円、収入未済額２９，６

５０，７２１円です。

５ページをご覧ください。

決算書の歳出です。支出済額４，６５３，７７９，１５１円、翌年度繰

越し額１９５，３４４，０００円、不用額１６７，２４３，８４９円です。

６ページをご覧ください。

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額１２７，８７９，３２１円。

翌年度へ繰越すべき財源として、繰越明許費繰越額４６，８２４，０００

円。差引きをした実質収支額は８１，０５５，３２１円です。

々 続きまして、「議案第４４号、令和４年度川本町国民健康保険事業特別会
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番外高良会 計歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。

計室長 ２ページをご覧ください。

決算書歳入です。調定額５１１，９４８，９７７円に対し、収入済額５

０６，４２８，８８３円。不納欠損額５３３，３００円。収入未済額４，

９８６，７９４円です。

３ページをご覧ください。

決算書歳出です。支出済額５０５，９４３，７３１円。翌年度繰越額は

ございません。不用額７，８５９，２６９円です。

４ページをご覧ください。

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額４８５，１５２円、繰越し

明許費などの翌年度へ繰り越すべき財源はございません。差引きをした実

質収支額は４８５，１５２円です。

々 続きまして、「議案第４５号、令和４年度川本町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。

２ページをご覧ください。

決算書歳入です。調定額１４９，９４４，１９８円に対し、収入済額１

４９，７６５，２７５円、不納欠損額はございません。収入未済額１７８，

９２３円です。

３ページをご覧ください。

決算書歳出です。支出済額１４９，７００，９６５円、翌年度繰越額は

ございません。不用額１，５５５，０３５円です。

４ページをご覧ください。

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額６４，３１０円、繰越し明

許費などの翌年度へ繰越すべき財源はございません。差引きをした実質収

支額は６４，３１０円です。

々 続きまして、「議案第４６号、令和４年度川本町簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について」ご説明いたします。

２ページをご覧ください。

決算書歳入です。調定額１７３，９９５，９１４円に対し、収入済額１

７１，８５６，６２７円。不納欠損額はございません。収入未済額２，１

３９，２８７円です。

３ページをご覧ください。

決算書歳出です。支出済額１７１，１３９，７４４円、翌年度繰越額は

ございません。不用額１，３０５，２５６円です。

４ページをご覧ください。

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額７１６，８８３円、繰越明

許費などの翌年度へ繰越すべき財源はございません。差引きをした実質収
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番外高良会 支額は７１６，８８３円です。

計室長

々 続きまして、「議案第４７号、令和４年度川本町農業集落排水処理事業特

別会計歳入歳出決算認定について」ご説明いたします。

２ページをご覧ください。

決算書歳入です。調定額５３，６９８，２３６円に対し、収入済額５３，

５８１，４３６円。不納欠損額はございません。収入未済額１１６，８０

０円です。

３ページをご覧ください。

決算書歳出です。支出済額５３，５８１，４３６円。翌年度繰越額はご

ざいません。不用額６４，５６４円です。

４ページをご覧ください。

実質収支に関する調書です。歳入歳出差引額０円、実質収支額０円とな

っております。

以上が、令和４年度川本町一般会計及び川本町特別会計歳入歳出の決算

額でございます。なお、財産に関する事項は、「議案第４３号」の４９ペー

ジ以降に、公有財産、物品、債権、基金ごとに添付しております。また、

普通会計決算状況、健全化判断比率、資金不足比率、第６次川本町総合計

画施策評価、川本町監査委員による決算審査意見書を添付しておりますの

で、ご確認をお願いいたします。

各会計について、詳細は後ほど設置予定の決算特別委員会において説明

させていただきます。概要につきまして、説明は以上でございます。ご審

議を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 決算審査意見書の報告については、後ほど設置予定の決算特別委員会に

おいて、監査委員からご報告をいただくことにしております。

々 ただいま説明のあった件について、質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第１７、「議案第４８号、辺地に係る総合整備計画の策定につ

いて」の件を議題とします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外伊藤まちづくり推進課長。

番外伊藤ま 「議案第４８号、辺地に係る総合整備計画の策定について」ですが、これ
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ちづくり推 につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別

進課長 措置法に関する法律第３条の規定により議会の議決を求めるものです。

本計画は辺地債を活用する際に必要な計画となっており、今回は前計画

の期間が令和４年度末までとなっていた２地域の計画を引き続き策定する

ものです。

資料２ページをご覧ください。

笹畑・湯谷・三俣辺地となります。計画期間は、令和５年度から令和９

年度までの５年間です。辺地債を予定している事業は、資料下段にありま

す。穀物乾燥調整施設整備事業で、事業費は１，８７０千円で、令和５年

度当初予算に計上されているものです。事業内容は、穀物乾燥調整施設の

うち、小袋計量器サンプルシール機となります。

資料３ページをご覧ください。

田原・絵堂辺地となります。計画期間は、令和５年度から令和９年度ま

での５年間です。辺地債を予定している事業は、資料下段にございます。

町道田原絵堂（線）改良工事で、事業費は１２６，１００千円で、令和５

年度当初予算に計上されているものです。事業内容は、町道田原絵堂線の

現道拡幅工事で、延長は８２０メートルです。

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。

々 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第１８、「議案第４９号、教育委員会委員の任命について」の

件を議題とします。

執行部から提案理由の説明を求めます。番外野坂町長。

番外 それでは、「議案第４９号」についてご説明申し上げます。

野坂町長 教育委員会委員の任命について、下記の者を教育委員会の委員に任命し

たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定

により、議会の同意を求める。

記、住所、島根県邑智郡川本町大字川本９００番地。氏名、木村洋子氏。
き む ら よ う こ

生年月日、昭和２９年５月１９日生まれの方です。よろしくご同意いただ

きますようお願い申し上げます。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。
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議 長 これより質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 これより討論を行います。討論ありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

「議案第４９号」に同意することに賛成の皆さんの挙手を求めます。

々 挙手「全員」であります。

々 よって、「議案第４９号」は、「同意」することに決定しました。

々 次に、日程第１９、「諮問第１号」から、「諮問第３号、人権擁護委員候

補者の推薦について」を一括議題とします。

々 執行部から提案理由の説明を求めます。番外野坂町長。

番外 それでは、「諮問第１号」についてご説明申し上げます。

野坂町長 「諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦について」。人権擁護委員法（昭

和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定に基づき、下記の者を人権

擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。

記、住所、川本町大字南佐木３４３番地。氏名、市原和正氏。昭和２３
いちはらかずまさ

年６月２４日生まれの方です。

々 続いて、「諮問第２号」についてご説明申し上げます。

「諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦について」。同じく、住所、川本

町大字川本１８９５番地。氏名、上田香苗氏。昭和２６年５月２７日生ま
う え だ か な え

れの方です。

々 続いて、「諮問第３号」につきましてご説明申し上げます。

「諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦について」。同じく、住所、川本

町大字川下４４２０番地３。氏名、長田 広氏。昭和３４年４月４日生ま
な が た ひろし

れの方です。以上、よろしくお願いします。

議 長 以上で、提案理由の説明を終わります。
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議 長 ただいま説明のあった件について質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 「諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦について」、これより討論を行

います。討論ありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

「諮問第１号」につきまして、適任者とすることに賛成の皆さんの挙手を

求めます。

々 挙手「全員」であります。

々 よって、「諮問第１号」は、適任者とすることに決定しました。

々 「諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦について」、これより討論を行

います。討論ありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

「諮問第２号」につきまして、適任者とすることに賛成の皆さんの挙手を

求めます。

々 挙手「全員」であります。

々 よって、「諮問第２号」は、適任者とすることに決定しました。

々 「諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦について」、これより討論を行

います。討論ありませんか。

（「ありません」の声あり）

討論なしと認めます。討論を終結します。

々 これより採決に入ります。この採決は挙手により行います。

「諮問第３号」につきまして、適任者とすることに賛成の皆さんの挙手を

求めます。
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議 長 挙手「全員」であります。

々 よって、「諮問第３号」は、適任者とすることに決定しました。

々 次に、日程第２２、「報告第４号、専決処分事項の報告について（損害賠

償の額の決定及び和解について）」の件を議題とします。

々 執行部から報告事項の説明を求めます。番外伊藤地域整備課長。

番外伊藤地 「報告第４号、専決処分事項の報告について」ご説明いたします。

域整備課長 地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分をしましたので、

同条第２項の規定により報告するものでございます。

次のページをご覧ください。

専決処分の事項は、損害賠償の額の決定及び和解について。専決処分年

月日は、令和５年８月１７日でございます。和解及び損害賠償の相手方は、

島根県邑智郡川本町大字因原６１７番地。古垰洋輔氏でございます。事故
こ た お ようすけ

の概要は、令和５年６月２０日午前８時３０分頃、因原地内の町道因原井

原線を走行中、道路法面からの落石が右側後輪タイヤに直撃し破損したも

のでございます。なお、事故によるお怪我はありません。損害賠償額は２

３，５００円。この損害賠償額は、町が加入している保険で対応していま

す。和解の要旨として、川本町は事故で破損した相手方に対し、過失割合

を１０割とし、損害賠償金の支払い義務があることを認め、本件に関し債

権債務のないことを相互に確認するものであります。なお、事故現場には、

落石防護柵を設置しております。報告は、以上でございます。

議 長 以上で、報告事項の説明を終わります。

々 「報告第４号」について質疑を行います。質疑はありませんか。

（「ありません」の声あり）

質疑なしと認めます。質疑を終結します。

々 次に、日程第２３、「決算特別委員会設置・調査付託・委員選任について」

の件を議題とします。

々 お諮りします。

「議案第４３号」から「議案第４７号」に関しましては、あらかじめ議会

運営委員会において協議されておりますが、お手元の「決算特別委員会設

置要綱（案）」により、定数９人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、

これに、令和４年度一般会計及び特別会計の決算に関する審査並びに調査
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議 長 を付託の上、調査が終了するまで議会閉会中も継続して調査することがで

きることにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、本件につきましては「決算特別委員会」を設置し、これに付託

して調査することに決定しました。

々 ただいま設置されました、決算特別委員会の委員の選任につきましては、

川本町議会委員会条例第５条第４項の規定により、議員全員を指名したい

と思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、そのように決定しました。

々 次に、委員会の正副委員長につきましては、議会運営委員会におきまし

て、あらかじめ審議していただいておりますので、その結果を報告します。

委員長に１番香取議員、副委員長に５番木村議員。

々 以上のとおり、正副委員長に選任したいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

々 よって、正副委員長は、そのように選任されました。

々 次に、日程第２４、「陳情第２号」の件を議題とします。

本日までに受理しました陳情は、お手元の「陳情文書表」のとおりです。

会議規則第９１条第１項の規定により、所管の常任委員会へ付託しました

ので報告します。

々 以上をもって、本日の議事日程は全て終了しました。

々 これをもちまして、本会議を閉じます。

（午前１１時１９分）
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